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鳥インフルエンザを防ぎましょう！！ 

   

冬の渡り鳥シーズンを迎えます。農場には絶対にウイルスを持込まない
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よう発生予防

対策の徹底をお願いします。 

 

１ 農場の飼養衛生管理の確認 

  飼養衛生管理基準チェックシート（飼養衛生管理基準：鶏その他の家きん編、p22～23、

平成 23 年 10 月、農林水産省消費・安全局）に基づき自己チェックをしてください。 

  その上で、不備な部分があれば、修繕や作業手順の見直し等を行ってください。 

  特に、鶏舎へ入る際は、専用の長靴や作業着を用い、車両や器具等の消毒も 

徹底してください。 

 

２ 野鳥及びねずみ等の野生動物対策 

 渡り鳥がウイルス伝播に関与していることが指摘されていますが、直接、鶏舎に入るこ

とはほとんどありません。しかし、渡り鳥と接触した野鳥やねずみ等がウイルスを鶏舎

に持込む可能性がありますので、防鳥ネットの設置や修繕、ねずみの駆除、鶏舎周囲の

消石灰散布等を実施してください。 

 

３ 早期通報の徹底 

  鶏等の健康観察を毎日行い、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエン

ザに関する特定症状（裏面若しくは上記の飼養衛生管理基準 p16～17 参照）が見られた

場合は、速やかに松本家畜保健衛生所へご連絡ください。 

 

４ 本病に関する情報の最新情報の把握 

  当所からも情報をファクシミリ等により随時お知らせしますが、テレビニュースやイ

ンターネット等の情報についても入手を心掛けてください。 

 

５ 家畜保健衛生所の実施する検査、調査への協力 

  家畜保健衛生所では、管内の状況を把握するため、鳥インフルエンザウイルスに係る

検査や農場への立入検査を実施します。 

趣旨をご理解の上、ご協力をお願いします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

防疫課 市川憲一、高山省三、高橋陽子、中原祐輔 

電話 0263-47-3223（休日、夜間は職員に転送されます） 
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不明な点等がありましたら、 

松本家畜保健衛生所までご連絡ください。 



 

 

死亡鶏死亡鶏死亡鶏死亡鶏の状態の例の状態の例の状態の例の状態の例    


